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文
教
科
学
委
員
会
）

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に

関
す
る
法
律
及
び
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
二
号
）
（
衆

議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
大
学
等
及
び
研
究
開
発
法
人
の
教
員
等
、
研
究
者
、
技
術
者
、
リ
サ
ー
チ
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
、
無
期
労

働
契
約
に
転
換
す
る
期
間
を
五
年
か
ら
十
年
に
延
長
す
る
。

二
、
出
資
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
法
人
と
し
て
、
科
学
技
術
振
興
機
構
、
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業

技
術
総
合
開
発
機
構
の
三
法
人
を
別
表
に
規
定
す
る
。

三
、
独
立
行
政
法
人
制
度
全
体
の
制
度
・
組
織
の
見
直
し
を
踏
ま
え
つ
つ
、
研
究
開
発
の
特
性
を
踏
ま
え
た
世
界
最
高
水
準
の

法
人
運
営
を
可
能
と
す
る
新
た
な
研
究
開
発
法
人
制
度
を
創
設
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
る
。

四
、
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
に
係
る
研
究
開
発
や
ハ
イ
リ
ス
ク
研
究
の
重
要
性
に
鑑
み
、
必
要
な
資
源
配
分
を
行
う
。

五
、
国
際
的
な
水
準
、
新
規
性
の
程
度
、
革
新
性
の
程
度
等
を
踏
ま
え
、
研
究
開
発
等
の
適
切
な
評
価
を
行
う
。
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六
、
研
究
開
発
の
特
性
を
踏
ま
え
た
迅
速
か
つ
効
果
的
な
調
達
を
研
究
開
発
法
人
等
が
行
え
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

七
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
人
材
育
成
を
支
援
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
。

八
、
リ
サ
ー
チ
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
制
度
の
確
立
の
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

九
、
研
究
開
発
等
の
評
価
に
関
す
る
高
度
な
能
力
を
有
す
る
人
材
確
保
の
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
。

十
、
本
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


